
《住民主体のまちづくりのルール》 
 
 
              －－－－－－－－－(任意) ※ 
                  （山王四丁目住民の集まりの肝煎りの会） 

   まちづくりの基本的な考え方、理念 
 
 
                   －－－－－－(任意) 
 
   まちづくりのための（やや）具体的なルール 
   （協定付きの分譲住宅地、別荘地の場合、具体的ルール遵守が前提） 
 

(任意) ※ 
               （山王を考える会） 

 
  （法定計画） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ※ 
 
 
 
 
 
 
 
 
田園調布地区では、※の３つを持っています。 

○○まちづくり憲章 

○○地区まちづくり協定 

環境保全の申し合わせ 

建築協定 
（建築基準法第６９条） 

緑地協定 
（都市緑地保全法 

第１４条） 

地区計画 
（都市計画法第１２条の４） 
 

・ 地区計画方針 
     理念、目標等 

・ 地区整備計画 
     具体的なまちづくりの内容 
     用途制限、セットバック、生け垣の構造等 

法
的
拘
束
力
な
し 

法
的
拘
束
力
あ
り 

地

域

の

特

性

に

合

わ

せ

、

地

域

に

ふ

さ

わ

し

い

ま

ち

づ

く

り

を 

大森駅山王口地区まちづくり協議会 資料


